
 

 

 

獣医療提供体制整備推進総合対策事業に係る公募要領 
 
 

※本公募は、令和８年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予

算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願いま

す。 
 
１ 総則 

獣医療提供体制整備推進総合対策事業に係る公募については、この要領に定める

ところによる。 
 
２ 公募対象補助事業 

公募対象となる補助事業は、別表のとおりの事業とする。 
 
３ 事業実施期間 

事業実施期間は、補助事業の補助金交付決定の日から令和９年３月 31 日までとす

る。 
 
４ 応募団体の要件等 
（１）応募団体の要件 

応募者は、以下の要件の全てに該当することが必要である。 
ア 以下のいずれかの団体であること。 
・民間団体 
・特例社団法人、特例財団法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及

び一般財団法人（都道府県が所管する法人に限る。） 
・特定非営利活動法人 
・協同組合 
・共済組合 
・学校法人 
・協議会（代表者、組織及び運営について、規約の定めがあり、事業実施及び会

計処理を適正に行うことができる体制を有しているものをいう。） 
イ 本事業に関する具体的計画及び実務能力を有する団体であること。 
ウ 団体の代表者は、補助事業の期間中に日本国内に居住し、補助事業全体及び

交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。 
エ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。）でないこと。 
 



 
（２）公募の対象となる取組及び要件 

 地域の産業動物獣医師（獣医療法第 10 条第１項の規定により定められた基本方

針及び同法第 11 条第１項の規定により定められた都道府県計画に基づき、確保目

標を定めることとされた産業動物臨床獣医師及び家畜防疫員等の農林水産分野の

公務員獣医師（都道府県等において家畜の伝染病の予防又は家畜衛生の向上等に関

する業務に従事する獣医師）をいう。）への就業を志す高校生等及び獣医学生、地

域の産業動物獣医師への就業を志す又はそれに従事する新規獣医師、臨床獣医師、

女性獣医師等の就業環境整備、遠隔診療の普及も含めた地域獣医療提供体制整備の

ための支援を目的としており、公募の対象となる取組は、以下の要件を全て満たす

ことが必要である。 
ア 産業動物獣医師等の確保・育成又は診療の効率化を図ることが期待されるもの

であること。 

イ 達成目標の設定が可能であるとともに、具体的な成果の獲得が見込まれるもの

であること｡ 

 ただし、他の補助金等の交付を受けている若しくは受ける予定の取組、又は本

事業による成果の利用を制限し公益の利用に供しない取組は、本事業の対象とは

ならない。 
  

５ 補助対象経費の範囲 
 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。なお、本事業の実施上、必要性

が認められない経費は対象とならない。 
 

６ 補助金の額 
補助対象となる事業費は、別表に定める「補助金の額」の範囲内で事業の実施に

必要となる経費を助成する。ただし、取組の内容により、特に必要と認められる場

合には、この限りではない。 
 なお、所要額において人件費（補助事業に直接従事する者の直接作業時間に対す

る給料その他手当をいう。）を計上する場合は、別添「補助事業等の実施に要する

人件費の算定等の適正化について」（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 960 号大臣官

房経理課長通知）に基づき、算定すること。 
 

７ 応募書類の作成等 
（１）獣医療提供体制整備推進総合対策事業に係る企画書（別紙様式１） 
（２）実施計画書（応募者に関する事項）（別紙様式２） 
（３）実施計画書（提案内容に関する事項）（別紙様式３） 
（４）応募者の概要がわかる資料（団体概要、定款又は会則、役員名簿等）（様式自

由） 
 
８ 企画書等の提出期限等 
（１）提出期限：令和８年２月 13日（金） 
（２）企画書等の提出場所・問合せ先 
   〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

    農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医療チーム（６階ドア No.北 615） 



                   電話 03-3502-8111（内線）4530 
（３）提出部数                                 
   獣医療提供体制整備推進総合対策事業に係る企画書 １部 

    実施計画書（応募者に関する事項）   １部 
      実施計画書（提案内容に関する事項）   １部 
    応募者の概要（団体概要等）    １部 
（４）提出に当たっての注意事項 

・提出した企画書等は、変更又は取消しができないこと。 
・企画書等に虚偽の記載をした場合は、無効とすること。 
・要件を有しない者が提出した企画書等は、無効とすること。 
・企画書等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とすること。 
・応募書類の提出は、原則として電子メール、郵送又は宅配便とし、やむを得な

い場合にのみ持参による提出も可能とする。 
・申請書類を郵送、宅配便又は持参する場合は、応募者ごとに（３）に掲げる提

出書類を一つの封筒に同封し、「獣医療提供体制整備推進総合対策事業公募申請

書類在中」と封筒の表に朱書きした上で、郵送又は宅配便の場合にあっては、簡

易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法などにより送付すること。

また、提出期限前に余裕を持って投かんするなど、必ず期限までに到着すること。 
・申請書類を電子メールにより提出する場合は、別表の問合せ先に送付アドレス

を確認し、件名を「獣医療提供体制整備推進総合対策事業公募申請書類（応募者

名）」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載し、送付すること。ま

た、送付後、必ずメールが届いていることの確認を問合せ先に行うこと。 
・獣医師養成確保修学資金給付事業については、令和８年度中に新規契約を行う

獣医学生の人数を十分に精査した上で企画書等を提出すること。 
 
９ 企画説明会の開催 
（１）企画説明会は必要に応じて開催する。開催する場合は、有効な書類を提出した

者に対して、開催場所、説明時間、出席者数の制限等を別途連絡する。 
（２）上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した企

画書等の説明を行うものとする。 
 

１０ 企画書等の審査及び事業実施主体の候補者選定 
（１）審査方法 

外部有識者で構成する選定審査委員会において、審査基準に基づき、提出され

た企画書等を審査し、事業実施主体の候補者を選定するものとする。 
（２）審査項目 

選定審査委員会において、別紙の企画書選定審査項目を審査・評価するものと

する。 
なお、企画書等の提出から過去３年以内に、「補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律」（昭和 30 年法律第 179 号）第 17 条第１項又は第２項に基づ

き交付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の原因となる行為を行

った補助事業者等又は間接補助事業者等については、本事業に係る事業実施主体

の適格性の審査においてその事実を考慮するものとする。 
（３）審査結果の通知等 



   選定審査委員会の審査結果（事業実施主体の候補者となった旨又は候補者とな

らなかった旨）については、応募者宛てに通知するものとする。なお、農林水産

省は、ホームページで事業実施主体の候補者を公開することとする。 
 
１１ 事業実施主体の責務等 
   事業実施主体は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、以下の

条件を守らなければならない。 
（１）事業の推進 

事業全体の進行管理、事業成果の公表等、事業の推進全般に関する責任を持つ

こと。なお、事業の進捗状況によっては、事業実施期間中に、事業計画の修正を

求める場合もあることに留意されたい。  
（２）補助金等の経理管理 

交付を受けた補助金の経理管理に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律」に基づき、適正に執行すること。 
（３）知的財産権の帰属等 

本事業により得られた認証基準を、適正に管理・使用すること。 
（４）事業成果等の報告 

食品の安全・消費者の信頼確保対策事業費補助金等交付要綱に基づき、補助事

業終了後に、本事業により得られた事業成果に関する必要な報告を行うこと。ま

た、本事業の成果の普及・啓発に努めること。 
 
 



別表

公募対象事業 事業の内容 補助金の額 補助率 締切

1/2以内

定額
（（１）の
事業を
実施す
る場合）

定額
（（２）の
事業を
実施す
る場合）

※本公募は、令和８年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更
があり得ることに御留意願います。

公示で
定める
期間

「獣医療提供体制整備推進総合対策事業」一覧表

1 獣医師養成確保
修学資金給付事業

（担当）
畜水産安全管理課
獣医療チーム

内線(4530)

216,432千円以内（１）地域の産業動物獣医師への就業を志す
高校生等を対象として、獣医系大学が設定す
る地域枠入学試験に合格後、大学入学前に
大学へ納付する費用を上限とする修学資金及
び大学入学後の獣医学生を対象として、月額
18万円（国公立大学の場合は10万円）を上限
とする修学資金を給付するとともに、修学資金
の給付を受けた学生に対する就業状況の調
査を行う。

（２）地域の産業動物獣医師への就業を志す
獣医学生を対象として、月額18万円（国公立
大学の場合10万円）を限度とする修学資金を
給付するとともに、修学資金の給付を受けた
学生に対する就業状況の調査を行う。

（ 給付月額が５万円以下の場合は給付期間
の5/4の期間、給付月額が５万円を超えかつ
12万円以下の場合は給付期間の3/2の期間、
12万円を超える場合は給付期間の5/3の期間
を合算した期間を産業動物獣医師として従事
しない場合、給付額の一部又は全部の返還を
求める。)

〔達成目標〕
・高校生等（10名）及び獣医学生（193名）の計
203名に対して修学資金を給付（国公立の新
規給付人数が多い場合は、若干名増加するこ
とがある。）

補助対象経費

○高校生等に対して給付する経費

    ・入学時学納金
    （入学金、授業料（1年次前期分）、実習費等）

○獣医学生に対して給付する経費
　
    ・国公立大学生：10万円以内
    ・私立大学生：18万円以内

○ 高校生等・獣医学生、共同負担者、獣医系大学等関
係者に対して、修学資金事業の普及、連絡調整・指導等
（修学資金の給付を受けた学生に対する就業状況確認の
ための連絡調整等を含む。）に要する経費

選考委員謝金、選考委員旅費、人件費、賃金、旅費、
賃借料、施設借料、通信運搬費、資料印刷費、普及活動
費、消耗品費その他本事業に必要な経費

○ 獣医学生、共同負担者、獣医系大学等関係者に対し
て、修学資金事業の普及、連絡調整・指導等（修学資金
の給付を受けた学生に対する就業状況確認のための連
絡調整等を含む。）

選考委員謝金、選考委員旅費、人件費、賃金、旅費、
賃借料、施設借料、通信運搬費、資料印刷費、、普及活
動費、消耗品費その他本事業に必要な経費



公募対象事業 事業の内容 補助金の額 補助率 締切補助対象経費

43,370千円以内 定額2 臨床実習等支援
事業

(担当)
畜水産安全管理課
獣医療チーム

内線(4530)

　獣医師の育成・確保を推進するための検討
会を開催するとともに、獣医学生を対象とし
て、獣医系大学等と連携して産業動物に関す
る臨床実習や都道府県の家畜衛生行政等の
行政実習を実施するとともに、畜種疾病別の
講習会や理解醸成のための講習会を開催す
る。（必要に応じて、Ｗｅｂ会議など対面形式以
外の形式による開催を検討すること。）

〔達成目標〕
計310名(産業動物の臨床実習150名、家畜衛
生行政実習160名)の獣医学生に対して実習を
実施

○ 獣医学生を対象とした産業動物の臨床実習、都道府
県の家畜衛生行政実習の実施に要する経費

講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、通信運搬費、
資料印刷費、学生宿泊費、学生旅費、プログラム実施費

○ 獣医学生を対象とした畜種疾病別の講習会や理解醸
成のための講習会の開催に要する経費

講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、通信運搬費、
資料印刷費、プログラム実施費

○ 事業実施を推進するための検討会、事務等に要する
経費
　
(検討会)
委員謝金、委員旅費、資料印刷費
(事務等)
人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他本事
業に必要な経費



公募対象事業 事業の内容 補助金の額 補助率 締切補助対象経費

3 地域獣医療体制
整備等対策事業

(担当)
畜水産安全管理課
獣医療チーム

内線(4530)

　獣医師の能力向上や就業支援、地域での獣
医療提供体制整備のため、
（１）未来の産業動物獣医師育成支援
　小中高生や獣医学生等を対象とした産業動
物獣医師の魅力を発信する取組や、女性獣
医師等の職場復帰・再就職を支援するための
研修、他分野から産業動物分野への転職支
援を促す取組等による産業動物獣医師の育
成を支援する。（必要に応じて、Ｗｅｂ会議など
集合形式以外の形式による開催を検討するこ
と。）

34,646千円以内 定額

○ 事業実施を推進するための検討会、事務等に要する
経費
　
(検討会)
委員謝金、委員旅費、資料印刷費
(事務等)
人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他本事
業に必要な経費

○ 小動物分野等の各分野で働く獣医師が産業動物分野
に参画するための研修、獣医学生を対象とした将来の就
業先について考える機会を提供するためのセミナー、女
性獣医師が産業動物分野に就業するための支援研修、
職場復帰・再就職等に当たって最新の知識の習得や獣医
療技術の向上を図るための研修や雇用者への理解醸成
等の職場環境整備、小中高生を対象とした産業動物獣医
師の業務について理解を深めるセミナーの実施に要する
経費

（他分野から産業動物分野への転職支援研修）
指導獣医師謝金、指導獣医師旅費、賃借料、施設借料、
資料印刷費、プログラム実施費
（獣医学生向けセミナー）
講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、資料印刷費
（女性獣医師就業支援研修）
e-ラーニング教材作成費
（復職・転職支援研修・職場環境整備）
指導獣医師謝金、指導獣医師旅費、講師謝金、講師旅
費、賃借料、施設借料、通信運搬費、資料印刷費、プログ
ラム実施費
（小中高生セミナー）
講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、通信運搬費、
資料印刷費



公募対象事業 事業の内容 補助金の額 補助率 締切補助対象経費

（２）地域獣医療体制整備支援
　地域の獣医療提供体制の整備に向けて、デ
ジタル技術を活用した遠隔診療の普及推進、
地域ニーズに沿った研修等の地域の獣医師
を有効に活用した獣医療提供体制の整備に
関する優良な取組を支援する。（必要に応じ
て、Ｗｅｂ会議など集合形式以外の形式による
開催を検討すること。）

（３）獣医師需給等調査支援
　獣医師の転職状況など獣医師の需給に必
要な情報に関する調査を支援する。（必要に
応じて、Ｗｅｂ会議など集合形式以外の形式に
よる開催を検討すること。）

〔達成目標〕
計175名(獣医師育成支援等研修：15名、地域
獣医療体制整備研修：160名)に対して研修等
を実施

○ 産業動物獣医療における遠隔診療の普及、小動物獣
医療提供体制の整備に必要な情報収集、地域の特性等
を踏まえた獣医療提供体制の整備を図るための研修の
実施に要する経費

（産業動物遠隔診療普及）
指導獣医師謝金、指導獣医師旅費、資料印刷費、e-ラー
ニング教材作成費、遠隔診療を行うための機器購入費、
プログラム実施費
（小動物獣医療関連情報収集）
調査員謝金、調査員旅費、通信運搬費、資料印刷費、e-
ラーニング教材作成費、プログラム実施費
（地域獣医療提供体制整備研修）
講師謝金、講師旅費、賃借料、施設借料、資料印刷費、
e-ラーニング教材作成費、プログラム実施費

○ 獣医師の転職状況など獣医師の需給に必要な情報に
関する調査支援に要する経費

（検討会）
委員謝金、委員旅費、資料印刷費、人件費、賃金、旅費、
賃借料
（調査実施費）
人件費、賃金、旅費、通信運搬費、資料印刷費、消耗品
費その他本事業に必要な経費

○ 事業実施を推進するための検討会、事務等に要する
経費
　
(検討会)
委員謝金、委員旅費、資料印刷費
(事務等)
人件費、賃金、旅費、通信運搬費、消耗品費その他本事
業に必要な経費
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